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内
訳

子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図る。

国における医療保険制度等の動向や、大阪府内市町村の代表及び大阪府で構成する「大阪府福祉医療費助成制度に
関する研究会」での検討を踏まえながら、持続可能な制度の構築に向け、福祉医療制度を適正に運用する。大阪府制度
の助成対象が「通院3歳未満、入院就学前」であることから、大阪府市長会を通じ、府制度の拡充（対象年齢の拡充、所
得制限の撤廃）を引き続き要望する。
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子どもを抱える家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、必要とする医療を
容易に受けることができるようにし、安心できる医療体制を充実した。A

事業目的達成のため、適正な手段・経費
で計画どおり当事業を実施した。
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国の公費負担制度等の優先使用の周知など受益者負担の適正化を図りつつ、公費負担制度を充実し、福祉医療制度
を適正に運用する
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子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図る。
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1

直営 平成5年度 河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例

小学3年生までの通院、中学3年生までの入院　　　H25年度末医療証の交付数
7,081人（就学前4,870人、小学1～小学3年生2,211人）　

対象者の疾病又は負傷について、保険給付が行われた場合における療養に要する費用のうち規則で定める一部自己
負担額を控除した額及び入院時食事療養費標準負担額を助成する。
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事業：子ども医療費助成事業                                

１．事業の概要 

 子どもの健全な育成に寄与し、児童福祉の向上を図る目的で、0歳から 15歳までの子どもに対し次のとおり医療

費の助成を行った。  

 

(1)府の補助基準 

①対象者（府の補助基準） 

通院：0～2歳 

  入院（入院時食事療養費を含む）：0～6歳(就学前まで)    

 ②所得制限（府の補助基準） 

  平成 23年度までの児童手当（特例給付）の所得制限を準用。 

 ③一部自己負担額 

  1医療機関あたり入通院 各 500円／日(月 2日限度)。1か月あたり負担限度額 2,500円 

 ④府補助率 

  1/2 

 

(2)市の単独事業 

①対象者（府の制度超分） 

  通院：3歳～小学 3年生まで（9歳に達した日以後、最初の 3月 31日まで） 

入院（入院時食事療養費を含む）：小学 1年生～中学 3年生まで（15歳に達した日以後、最初の 3月 31日まで）   

②所得制限（府の制度超分） 

  所得制限なし 

 

 

細事業：子ども医療費助成事業                             

１．実績 

                                           3月末現在            

年

度 

扶助費（円） 医療証 
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25 
166,334,426 

(105,647,092) 

101,756 

(72,148) 

125,531,739 

(90,333,370) 

909 

(314) 

38,524,577 

(14,384,232) 

651 

(241) 

2,278,110 

(929,490) 
7,081 13,962 

※表中の( )内は、全体のうち市単独事業分を示す。 

 


